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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和５年第１回定例会４月会議） 住民福祉課　住民係

１．議案名

議案第４２号　かつらぎ町印鑑条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改

正に伴い、条例の一部を改正するものです。

３．趣旨・目的

　全国のコンビニエンスストア等でスマートフォンを用いて印鑑登録証明書の交付を

可能とすることに伴い、所要の改正を行おうとするものです。

４．概要

　スマートフォンに搭載される利用者証明用電子証明書を使用してコンビニエンス

ストア等に設置されているキオスク端末より印鑑登録証明書の交付申請ができるよう

条例に規定するものです。

（施行期日：令和５年５月１１日）
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か
つ
ら
ぎ
町
印
鑑
条
例
 

（
令
和
５
年
第
１
回
定

例
会
４
月
会
議
）
 

【
議
案
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参

考
資
料
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か
つ

ら
ぎ
町

印
鑑
条
例

新
旧

対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

〇
か
つ

ら
ぎ
町
印
鑑
条
例

(昭
和

54
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

6号
) 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
印
鑑
条
例

(昭
和

54
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

6号
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 

略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(多

機
能
端
末
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
申
請

) 
(多

機
能
端
末
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
申
請

) 
第

14
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
印
鑑
登

録
者
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書

(電
子

署
名

等
に

係
る

地
方

公
共

団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

機
構

の
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
(平

成
14

年
法

律
第

15
3号

)第
22

条
第

1項
の

利
用

者
証

明
用

電
子

証
明
書
を
い
う
。

)が
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人

番
号
カ
ー
ド

(行
政
手
続
に
お
け
る

特
定

の
個

人
を

識
別
す

る
た

め
の

番
号
の

利
用
等

に
関

す
る

法
律

(平
成

25
年
法

律
第

27
号

)第
2条

第
7項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
い
う
。

)又
は
移
動

端

末
設

備
(電

気
通

信
事

業
法

（
昭

和
59

年
法

律
第

86
号

）
第

12
条

の
2第

4項
第

2
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。

)を
用
い
て
多
機
能
端
末
機

(地
方
公

共
団

体
情

報
シ

ス
テ

ム
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

を
経

由
し

て
本

町
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
電

気
通

信
回

線
で

接
続

さ
れ

た
民

間
事

業
者

が
設

置
す

る
端

末
機

を
い

う
。

)に
暗

証
番

号
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

入
力

す
る

こ
と

に
よ
り
、
印
鑑
登
録
証
明
書

の
交
付
を
町
長
に
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

第
14

条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
印
鑑
登
録
者
は
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書

(電
子

署
名

等
に

係
る

地
方

公
共

団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

機
構

の
認

証
業

務
に

関
す

る
法

律
(平

成
14

年
法

律
第

15
3号

)第
22

条
第

1項
の

利
用

者
証

明
用

電
子

証
明
書
を
い
う

。
)が

記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

(行
政
手
続
に
お
け
る

特
定

の
個

人
を

識
別
す

る
た

め
の

番
号
の

利
用
等

に
関

す
る

法
律

(平
成

25
年
法

律
第

27
号

)第
2条

第
7項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。

)を
用
い
て

多

機
能

端
末

機
(地

方
公

共
団

体
情

報
シ

ス
テ

ム
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

を
経

由
し

て
本

町
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
電

気
通

信
回

線
で

接
続

さ
れ

た
民

間
事

業
者

が
設

置
す

る
端

末
機

を
い

う
。

)に
暗

証
番

号
を

入
力

す
る

こ
と

に
よ
り
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
町
長
に
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
  

（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和５年第１回定例会４月会議） 危機管理課　消防係

１．議案名

議案第４３号　かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定につ
いて

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第６条の２第１項の規定に基づ

れ、令和５年４月１日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

き総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件が令和５年３月２９日公布さ

　消防団員や消防活動に協力した者（消防作業従事者）などが、消防活動中の負傷等に

より介護を要する状態となった場合、市町村は介護に要した費用を介護補償として支給

することとされています。

　　　　　　る。　　　　　　

４．概要

改正の内容

　　　　　適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例によ

　非常勤消防団員等に対する損害補償に係る介護補償の月額の基準が増額改定されまし

た。

（１）常時介護を要する状態

　　　最高限度額（月額）　　　１７１，６５０円　⇒　１７２，５５０円

　　　　最低限度額（月額）　　　　７５，２９０円　⇒　　７７，８９０円

　　　　最低限度額（月額）　　　　３７，６００円　⇒　　３８，９００円

（施行期日：公布の日）

　（２）随時介護を要する状態

　　　　最高限度額（月額）　　　　８５，７８０円　⇒　　８６，２８０円

  経過措置：この条例による改正後のかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例第９条の２

　　　　　　第２項の規定は、令和５年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について
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ぎ
町
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防
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員
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務
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令
和
５
年
第
１
回
定

例
会
４
月
会
議
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【
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案
第
４
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資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

消
防
団
員

等
公

務
災

害
補
償
条
例

新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ

ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

 

（
昭
和

4
1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
2
4
号
）
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

 

（
昭
和
4
1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
2
4
号
）
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(介

護
補
償

) 
(介

護
補
償

) 
第

9条
の

2 
（
略
）

 
第

9条
の

2 
（
略
）

 
2 

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と

し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

1月
に
つ

き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 
2 

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

1月
に
つ

き
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 
(1

) 
介
護

補
償
に

係
る

障
害

(障
害
の

状
態
に

変
更
が
あ
っ

た
場
合

に
は
、

そ
の

月
に
お
け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第

3号
に
お
い
て
同
じ
。

)が
、
別
表

第
4常

時
介

護
を

要
す
る

状
態
の
項

の
右

欄
に
定

め
る
障
害
の

い
ず

れ
か
に
該

当
す
る
場
合

(次
号
に
お
い
て
、
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。

)に
お
い
て
、
そ
の

月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

る
と
き

(次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

) 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る

費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額

(そ
の
額
が

17
2,

55
0円

を
超
え
る
と
き
は
、

17
2,

55
0円

) 

(1
) 

介
護

補
償
に

係
る

障
害

(障
害
の

状
態
に

変
更
が
あ
っ

た
場
合

に
は
、

そ
の

月
に
お
け
る

最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第

3号
に
お
い
て
同
じ
。

)が
、
別
表

第
4常

時
介

護
を

要
す
る

状
態
の
項

の
右

欄
に
定

め
る
障
害
の

い
ず

れ
か
に
該

当
す
る
場
合

(次
号
に
お
い
て
、
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。

)に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ

る
と
き

(次
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

) 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る

費
用
と
し
て

支
出
さ
れ
た
額

(そ
の
額
が

17
1,

65
0円

を
超
え
る
と
き
は
、

17
1,

65
0円

) 
(2

) 
常
時

介
護
を

要
す

る
場
合
に

お
い
て

、
そ
の

月
(新

た
に
介

護
補
償

を
支
給

す
べ

き
事

由
が

生
じ

た
月

を
除

く
。

以
下

こ
の

号
及

び
第

4号
に

お
い

て
同

じ
。

)に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に
よ

る
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き

(そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
場

合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ

れ
た
額
が

77
,8

90
円

(2
) 

 常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月

(新
た
に
介
護
補
償
を
支
給

す
べ

き
事

由
が

生
じ

た
月

を
除

く
。

以
下

こ
の

号
及

び
第

4号
に

お
い

て
同

じ
。

)に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に
よ

る
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き

(そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
場

合

に
あ
っ
て
は

、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ

れ
た
額
が

75
,2

90
円
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か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

以
下
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

) 
77

,8
90

円
 

以
下
で
あ
る

場
合
に
限
る
。

) 
75

,2
90

円
 

(3
) 

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

別
表

第
4随

時
介

護
を

要
す

る
状

態
の

項
の

右

欄
に

定
め

る
障

害
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
(次

号
に

お
い

て
「

随
時

介

護
を
要
す
る
場
合
」
と
い

う
。

)に
お
い
て
、
そ
の
月

に
介
護
に
要
す
る
費
用
を

支
出
し
て
介

護
を
受
け

た
日
が
あ
る
と

き
(次

号
に

掲
げ
る
と
き

を
除
く
。

) 
そ

の
月
に
お
け
る
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出

さ
れ

た
額

(そ
の
額
が

86
,

28
0円

を
超
え

る
と
き
は
、

86
,2

80
円

) 

(3
) 

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

別
表

第
4随

時
介

護
を

要
す

る
状

態
の

項
の

右

欄
に

定
め

る
障

害
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
(次

号
に

お
い

て
「

随
時

介

護
を
要
す
る
場
合
」
と
い

う
。

)に
お
い
て
、
そ
の
月

に
介
護
に
要
す
る
費
用
を

支
出
し
て
介

護
を
受
け

た
日
が
あ
る
と

き
(次

号
に

掲
げ
る
と
き

を
除
く
。

) 
そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に

要
す
る
費
用
と
し
て
支
出

さ
れ

た
額

(そ
の
額
が

85
,

78
0円

を
超
え

る
と
き
は
、

85
,7

80
円

) 
(4

) 
随

時
介

護
を

要
す

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

親
族

又
は

こ
れ

に
準

ず

る
者

に
よ

る
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
(そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用

を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ
た

額
が

38
,9

00
円

以
下

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
) 

38
,9

00
円

 

(4
) 

 随
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者

に
よ

る
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
(そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用

を
支
出
し
て

介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ
た

額
が

37
,6

00
円

以
下

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
) 

37
,6

00
円
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